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(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の改正について)

介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項、第42条の2第3項、第 

46条第3項、第48条第3項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13 
条第4項において準用する場合を含む。)、第53条第3項及び第54条の2第3 
項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平 

成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す 

る基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額 

の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、厚生労働大臣が定める特 

定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第 

30号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18 
年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に 

関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サ 

ービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128 

号)及び厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成20 
年厚生労働省告示第273号)を別添のとおり改正することについて貴会の意見 

を求めます。



別添

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の改正

〇 令和4年11月7日に公表された「社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に 

係る負担軽減に関する専門委員会取りまとめ」を踏まえ、指定居宅サービスに要する 

費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に 

要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サー 

ビス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、厚生 

労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12 

年厚生省告示第3〇号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基 

準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の 

算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サ 

ービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号) 

及び厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成20年厚生 

労働省告示第273号)について、次に掲げる改正を行う。

1.介護サービス事業者が都道府県知事又は市町村長に対して行う、介護給付費算定に 

係る体制等についての届出は、厚生労働省老健局長が定める様式により行うものとす 

る。なお、これと併せて、当該届出に係る届出先等を明記していない加算について、 

届出先を明記する等の規定の整備を行うものとする。

2.1の届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請•届出 

システム」により行うものとする。

3.改正後の告示は、令和6年4月1日から適用する。


